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（月刊ザ・ローヤーズ 2013 年 11 月号掲載) 

 
 第 30 回 中国特許民事訴訟の基礎 
 
1.概要 
 第 29 回に引き続き中国民事訴訟法について解説する。 
 
2．差止め請求（侵害の停止） 
(1)差し止め請求の根拠 
 中国における民事訴訟の中心的役割を果たすのが差し止め請求(中国では即時停止と

いう)である。 
 差し止め請求に関しては専利法第 11 条及び第 60 条の規定が根拠となる。 
 
専利法第 11 条 
 発明特許権及び実用新型特許権が付与された後、本法に別段に定めがある場合を除き、

いかなる機関又は組織又は個人も特許権者の許諾を得ずに、その特許を実施してはなら

ない。すなわち、生産経営の目的とするその特許製品を製造、使用、販売の申し出、販

売、輸入、又はその特許方法を使用、その特許方法により直接得られた製品の使用、販

売の申し出、販売、輸入はしてはならない。 
 外観設計特許権が付与された後、いかなる機関又は組織又は個人も特許権者の許諾を

得ずに、その特許を実施してはならない。すなわち、生産経営の目的とするその外観設

計特許製品の製造、販売の申し出、販売、輸入はしてはならない。 
 
専利法第 60 条 
 特許権者の許諾を得ずにその特許を実施し、すなわち特許権を侵害し、紛争を引き起

こした場合は、当事者が協議により解決する。協議を望まず又は協議が成立しないとき

は、特許権者又は利害関係者は人民法院に提訴することができ、また専利業務管理部門

に処理を申請することができる。 
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(2)特許製品を組み込んだ製品 
 発明特許または実用新型特許に係る侵害部品を組み込んだ最終製品を製造及び販売

する行為も差し止めの対象となる(司法解釈[2009]第 21 号第 12 条第 1 項)。 
 
司法解釈 12 条第 1 項 
「発明または実用新型特許権を侵害する製品を部品とし、他の製品を製造した場合、人

民法院は専利法第 11 条に規定される使用行為に該当すると認定しなければならない。

当該他の製品を販売した場合、人民法院は専利法第 11 条に規定される販売行為に該当

すると認定しなければならない。」 
 
 すなわち第 1 侵害者が製造販売したイ号侵害製品を組み込んだロ号製品を、第 2 侵害

者が製造、販売した場合、専利法第 11 条に規定する使用または販売行為に該当し、同

様にロ号製品も差し止めの対象となる。 
 また、第1侵害者及び第2侵害者の間で分業協力が存在する場合、共同侵害に該当する

(司法解釈[2009]第21号第12条第3項)。 
 
 
(3)特許方法により得られた一次製品 
 特許方法により得られた一次製品を使用及び販売等する行為に対しても差止めを請

求することができる。すなわち、特許方法を使用して得た一次製品については、人民法

院は専利法第 11 条に規定される特許方法により「直接得られた製品」に該当すると認

定しなければならない(司法解釈[2009]第 21 号第 13 条第 1 項)。 
 
 また、当該、一次製品をさらに加工、処理して後続する製品を獲得する行為も、当該

特許方法により「直接得られた製品」の使用に該当し、差止めを請求することができる

(司法解釈[2009]第 21 号第 13 条第 2 項)。 
 
(4)外観設計特許権の効力 
 外観設計の場合、被疑侵害者が外観設計に係る特許製品を、生産経営の目的で、製造

及び販売等をした場合は、これらの行為の差止めを求めて人民法院へ提訴することがで

きる(専利法第 60 条)。外観設計の場合、「使用」行為が実施行為に含まれていないこと

に注意すべきである。この点、「使用」行為をも実施行為の一つとして規定する日本国

意匠法とは相違する(日本国意匠法第 2 条第 3 項)。 
 なお、第 3 次専利法改正により、外観設計特許に係る製品の「販売の申し出」も侵害

行為の一態様として追加された(専利法第 10 条第 2 項)。なお、発明及び実用新型に基

づく特許権については、「知的財産権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS 協定)」に
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適合させるべく法改正前から販売の申し出は侵害行為の一態様として規定されていた。 
 外観設計侵害の発見場所は、展示会であることが多い。展示会で模造品を出展されて

いたとしても、当該模造品が展示会場内で販売されない限り従来は差止めることはでき

なかった。外観設計特許権の保護レベルを向上させるべく、専利法第 10 条第 2 項に「販

売の申し出」を追加したものである。これにより、展示会での模造品の出品行為を差止

めることが可能となった。 
 外観設計特許権侵害に係る部品を組み込んだ最終製品を製造及び販売した際の特許

権の効力については、司法解釈[2009]第 21 号第 12 条第 2 項にその解釈が示されてい

る。 
 
 司法解釈 12 条第 2 項 
「外観設計特許権を侵害する製品を部品とし、他の製品を製造しかつ販売した場合、人

民法院は専利法第 11 条に規定される販売行為に該当すると認定しなければならない。」 
 
 すなわち、侵害品に係る部品を用いた最終製品を製造かつ販売した場合、部品に係る

外観設計の「販売」行為に該当する。 
 
 

→続きは、月刊ザ・ローヤーズ１１月号をご覧ください。 


